
号

外

一�
平

成
二
十
年

七

月
二
十
三
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

九

規

則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
号
の
二

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
十
六
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
の
県
民
税
に
係
る
延
滞
金
免
除
の

通
知
等)

第
五
十
六
条
の
二

第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
延
滞
金
を

免
除
し
た
場
合
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
延
滞
金
を
免
除
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
第
一
項
中｢

法
十
五
条
の
九
第
二
項
又
は
第

四
項｣

と
あ
る
の
は｢

法
第
五
十
五
条
の
二
第
五
項｣

と
、
同
条
第
二
項
中｢

法
第
十
五
条
の
九
第

一
項
た
だ
し
書｣

と
あ
る
の
は｢

法
第
五
十
五
条
の
二
第
五
項
た
だ
し
書｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

２

第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
徴
す
る
担
保
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
第
三
項
中

｢

法
第
十
六
条
第
三
項｣

と
あ
る
の
は

｢

法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
第
三
項｣

と
、
同
条
第
四
項
中

｢

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項｣

と
あ
る
の
は｢

法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
六
条
の
五
第
一
項｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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号
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毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
七
月
二
十
三
日



(
租
税
条
約
に
基
づ
く
連
結
親
法
人
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
の
県
民
税
の
延
滞

金
免
除
の
通
知
等)

第
五
十
六
条
の
三

第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
五
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
延
滞
金
を

免
除
し
た
場
合
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
延
滞
金
を
免
除
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
第
一
項
中｢

法
十
五
条
の
九
第
二
項
又
は
第

四
項｣

と
あ
る
の
は｢
法
第
五
十
五
条
の
四
第
五
項｣

と
、
同
条
第
二
項
中｢

法
第
十
五
条
の
九
第

一
項
た
だ
し
書｣

と
あ
る
の
は｢

法
第
五
十
五
条
の
四
第
五
項
た
だ
し
書｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

２

第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
徴
す
る
担
保
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
第
三
項
中

｢

法
第
十
六
条
第
三
項｣

と
あ
る
の
は

｢

法
五
十
五
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
第
三
項｣

と
、
同
条
第
四
項
中｢

法

第
十
六
条
の
五
第
一
項｣

と
あ
る
の
は｢

法
第
五
十
五
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

六
条
の
五
第
一
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中｢

法
人
等｣
を｢
法
人｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

一

公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人

第
六
十
条
第
一
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中｢

地
縁
に
よ
る
団
体｣

を｢

地
方
自
治
法(

昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
認
可
地
縁
団
体｣

に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中｢

法
人
等｣

を｢

法
人｣

に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
の
事
業
税
に
係
る
延
滞
金
免
除
の

通
知
等)

第
六
十
四
条
の
二

第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

延
滞
金
を
免
除
し
た
場
合
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
延
滞
金
を
免
除
し
な
い
こ
と
と
し
た

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
第
一
項
中｢

法
第
十
五
条
の
九
第

二
項
又
は
第
四
項｣

と
あ
る
の
は｢

法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
五
項｣

と
、
同
条
第
二
項
中

｢

法
第
十
五
条
の
九
第
一
項
た
だ
し
書｣

と
あ
る
の
は｢

法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
五
項
た

だ
し
書｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
徴
す
る
担
保
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
第
三
項
中｢

法
第
十
六
条
第
三
項｣

と
あ

る
の
は｢

法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
第
三
項｣

と
、

同
条
第
四
項
中｢

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項｣

と
あ
る
の
は｢

法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(

租
税
条
約
に
基
づ
く
連
結
親
法
人
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
の
事
業
税
に
係
る

延
滞
金
免
除
の
通
知
等)

第
六
十
四
条
の
三

第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

延
滞
金
を
免
除
し
た
場
合
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
延
滞
金
を
免
除
し
な
い
こ
と
と
し
た

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
第
一
項
中｢

法
第
十
五
条
の
九
第

二
項
又
は
第
四
項｣

と
あ
る
の
は｢

法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
五
項｣

と
、
同
条
第
二
項
中

｢

法
第
十
五
条
の
九
第
一
項
た
だ
し
書｣

と
あ
る
の
は｢

法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
五
項
た

だ
し
書｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
徴
す
る
担
保
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
第
三
項
中｢

法
第
十
六
条
第
三
項｣

と
あ

る
の
は｢

法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
第
三
項｣

と
、

同
条
第
四
項
中｢

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項｣

と
あ
る
の
は｢

法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
九
条
第
一
項
中｢

第
五
十
二
条
第
六
項｣

を｢

第
五
十
二
条
第
五
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二

項
中｢

第
五
十
二
条
第
六
項
た
だ
し
書｣

を｢

第
五
十
二
条
第
五
項
た
だ
し
書｣

に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
中｢

第
五
十
二
条
第
八
項｣

を｢

第
五
十
二
条
第
七
項｣

に
改
め
、
同
条

第
二
項
中｢

第
五
十
二
条
第
九
項｣

を｢

第
五
十
二
条
第
八
項｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

第
五
十

二
条
第
十
項｣

を｢

第
五
十
二
条
第
九
項｣

に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
三
条
の
三
第
五
項
中｢

第
五
十
二
条
第
十
項｣

を｢

第
五
十
二
条

第
九
項｣

に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中｢

民
法｣

の
下
に｢(

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号)｣

を
、

｢

さ
れ
て
い
る
も
の｣

の
下
に｢

及
び
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
七
年
法
律

第
六
十
六
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人｣

を
加
え
る
。

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
中｢

第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
台｣

を

｢

当
該
者
一
人
に
つ
き
一
台｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中｢

以
下
同
じ｣

を｢

第
三
項
、

第
四
項
並
び
に
第
九
十
六
条
の
九
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
を
除
き
、
以
下
同
じ｣

に
改
め
、
同

項
第
五
号
中｢
以
下｢

身
体
障
害
者｣

を｢

第
三
項
並
び
に
第
九
十
六
条
の
九
第
三
項
及
び
第
六
項
を

除
き
、
以
下｢

身
体
障
害
者｣

に
、｢

健
康
福
祉
部
健
康
福
祉
政
策
課
長｣

を｢

健
康
福
祉
部
地
域
福

祉
国
保
課
長｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

次
の
表
の
上
覧
に
掲
げ
る
区
分
に
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応
じ
、
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
額｣

を｢

次
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額｣

に
改

め
、
同
項
の
表
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

条
例
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
自
動
車
税

次

に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額

イ

税
額

ロ

四
万
五
千
円(
条
例
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
月
割
を
も
つ
て
課
税
す
る
場
合
は

四
万
五
千
円
に
納
税
義
務
が
発
生
し
た
月
の
翌
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た

額
を
十
二
で
除
し
て
得
た
額
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
月
割
を
も
つ
て
課
税
す
る
場
合
は

四
万
五
千
円
に
四
月(

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
月
割
を
も
つ
て
課
税
す
る
と
き
は
納
税
義

務
が
発
生
し
た
月
の
翌
月)

か
ら
納
税
義
務
が
消
滅
し
た
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を

十
二
で
除
し
て
得
た
額)

二

条
例
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
自
動
車
税

次

に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額

イ

税
額

ロ

四
万
五
千
円
に
納
税
義
務
が
発
生
し
た
月
の
翌
月
か
ら
翌
年
三
月(

条
例
第
七
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
月
割
を
も
つ
て
課
税
す
る
場
合
は
、
納
税
義
務
が
消
滅
し
た
月)

ま
で
の
月

数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
十
二
で
除
し
て
得
た
額

第
八
十
七
条
の
三
第
八
項
中｢

第
六
項｣

を｢

第
八
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同

条
中
第
七
項
を
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中｢

し
よ
う
と
す
る
も
の｣

を｢
し
よ
う
と
す
る
者｣

に
、

｢

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

を｢

書
類
を
、
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
と
き
は
当
該
自

動
車
に
係
る
当
該
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者｣

を｢

第
一
項
に
規
定
す
る
者｣

に
改
め
、
同
項
第

二
号
中｢

第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者｣

を｢

第
三
項
に
規
定
す
る
者｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八

項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中｢

第
一
項
第
一

号
か
ら
第
五
号
ま
で｣

を｢

第
一
項
各
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

条
例
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
構
造
上
身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
の
利
用

に
専
ら
供
す
る
た
め
の
自
動
車
を
所
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

自
動
車(

特
定
の
身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該

特
定
の
身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
一
人
に
つ
き
一
台
に
限
る
。)

に
対
す
る
自
動
車
税
の
全
額

を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

車
い
す
の
昇
降
装
置
若
し
く
は
固
定
装
置
を
装
置
す
る
特
別
の
仕
様
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
自
動

車
又
は
一
般
の
自
動
車
に
同
様
の
構
造
変
更
が
加
え
ら
れ
た
自
動
車
で
、
当
該
自
動
車
の
使
用
の

目
的
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の

二

浴
槽
を
装
置
す
る
特
別
の
仕
様
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
自
動
車
又
は
一
般
の
自
動
車
に
同
様
の
構

造
変
更
が
加
え
ら
れ
た
自
動
車
で
、
当
該
自
動
車
の
使
用
の
目
的
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
減
免
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
が
そ
の
利
用
に
供
さ
れ
る
身
体
障
害
者
又
は

精
神
障
害
者
一
人
に
つ
き
一
台
を
対
象
と
す
る
。

第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
中｢

掲
げ
る
自
動
車｣

の
下
に｢(

当
該
者
一
人
に
つ
き
一
台
に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

次
の
表
の
上
覧
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
下

欄
に
掲
げ
る
額｣

を｢

次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額｣

に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
り
、

同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

税
額

二

三
百
万
円
に
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
構
造
変
更
又
は
身
体
障
害
者
等
が
運
転

す
る
た
め
の
構
造
変
更
に
要
し
た
金
額
を
加
算
し
た
額
に
自
動
車
取
得
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た

額
第
九
十
六
条
の
九
第
七
項
中｢

第
五
項｣

を｢

第
七
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同

条
中
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中｢

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

を｢

書
類
を
、

第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
と
き
は
当
該
自
動
車
に
係
る
当
該
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者｣

を

｢

第
一
項
に
規
定
す
る
者｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者｣

を｢

第
三
項

に
規
定
す
る
者｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者｣

を｢

第
六
項
に
掲
げ
る
者｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中｢

身
体
障
害
者
等｣

を｢

身
体
障
害
者
又
は
精

神
障
害
者｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中｢

前
二
項｣

を｢

第
一
項
及
び
第

二
項｣

に
改
め
、｢

(

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
減
免
を
除
く
。)｣

を
削
り
、
同
項
を
同
条

第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

条
例
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
構
造
上
身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
の

利
用
に
専
ら
供
す
る
た
め
の
自
動
車
を
取
得
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
自
動
車(

特
定
の
身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

当
該
特
定
の
身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
一
人
に
つ
き
一
台
に
限
る
。)

に
対
す
る
自
動
車
取
得

税
の
全
額
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

車
い
す
の
昇
降
装
置
若
し
く
は
固
定
装
置
を
装
置
す
る
特
別
の
仕
様
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
自
動
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第
二
十
三
号
様
式 第

二
十
三
号
様
式

納
付(

納
入)

通
知
書

納
付(
納
入)

通
知
書

第
十
四
条
、
第

二
十
三
条
第
四

項
、
第
二
十
五

条
第
四
項
、
第

五
十
六
条
の
二

第
二
項
、
第
五

十
六
条
の
三
第

二
項
、
第
六
十

四
条
第
四
項
、

第
六
十
四
条
の

二
第
二
項
、
第

六
十
四
条
の
三

第
二
項
、
第
八

十
条
の
二
第
三

項
、
第
九
十
七

第
十
四
条
、
第

二
十
三
条
第
四

項
、
第
二
十
五

条
第
四
項
、
第

第
八
十
条
の
二

第
三
項
、
第
九

十
七
条
の
三
及

び
第
九
十
九
条

第
二
項

第
三
十
一

保
全
担
保)

(

増
担
保)
提

号
様
式

担
保(

保
全
担
保)

(

増
担
保)

提

供(

変
更)

命
令
書

第
二
十
三
条
第

一
項
及
び
第
三

項
、
第
二
十
五

条
第
一
項
及
び

第
三
項
、
第
二

十
六
条
第
二
項
、

第
五
十
六
条
の

二
第
二
項
、
第

五
十
六
条
の
三

第
二
十
三
条
第

一
項
及
び
第
三

項
、
第
二
十
五

条
第
一
項
及
び

第
三
項
、
第
二

十
六
条
第
二
項
、

第
六
十
四
条
第

四
項
、
第
九
十

七
条
の
三
並
び

に
第
九
十
九
条

第
二
項

条
の
三
及
び
第

九
十
九
条
第
二

項

第
三
十
一
号
様
式

担
保(

供(

変

車
又
は
一
般
の
自
動
車
に
同
様
の
構
造
変
更
が
加
え
ら
れ
た
自
動
車
で
、
当
該
自
動
車
の
使
用
の

目
的
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の

二

浴
槽
を
装
置
す
る
特
別
の
仕
様
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
自
動
車
又
は
一
般
の
自
動
車
に
同
様
の
構

造
変
更
が
加
え
ら
れ
た
自
動
車
で
、
当
該
自
動
車
の
使
用
の
目
的
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
減
免
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
が
そ
の
利
用
に
供
さ
れ
る
身
体
障
害
者
又
は

精
神
障
害
者
一
人
に
つ
き
一
台
を
対
象
と
す
る
。

附
則
第
六
条
を
削
る
。

｢

様
式
目
次
中

を

｣

｢

｢
に
、

｣

｢を

｣
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二
十
三
条
第

項
及
び
第
三

供
書

更)
命
令
書

第
二
十
三
条
第

二
項
及
び
第
三

項
、
第
二
十
五

条
第
二
項
及
び

第
三
項
、
第
二

十
六
条
第
二
項
、

第
六
十
四
条
第

四
項
、
第
七
十

七
条
の
四
第
二

項
、
第
九
十
七

条
の
三
並
び
に

第
九
十
九
条
第

二
項

第
二
項
、
第
六

十
四
条
第
四
項
、

第
六
十
四
条
の

二
第
二
項
、
第

六
十
四
条
の
三

第
二
項
、
第
九

十
七
条
の
三
並

び
に
第
九
十
九

条
第
二
項第

三
十
二
号
様
式

担
保(

保
全
担
保)
提
供
書

第
三
十
二
号
様
式

担
保(

保
全
担
保)

提第二項条第十第二五第十第二六第十二七に第

、
第
二
十
五

第
二
項
及
び

三
項
、
第
二

六
条
第
二
項
、

五
十
六
条
の

第
二
項
、
第

十
六
条
の
三

二
項
、
第
六

四
条
第
四
項
、

六
十
四
条
の

第
二
項
、
第

十
四
条
の
三

二
項
、
第
七

七
条
の
四
第

項
、
第
九
十

条
の
三
並
び

第
九
十
九
条

二
項

第
三
十
三
号
様
式

納
税
保
証
書

第
三
十
三
号
様
式

納
税
保
証
書

第
二
十
三
条
第

二
項
、
第
二
十

五
条
第
二
項
、

第
二
十
六
条
第

二
項
、
第
五
十

六
条
の
二
第
二

項
、
第
五
十
六

条
の
三
第
二
項
、

第
六
十
四
条
第

四
項
、
第
六
十

四
条
の
二
第
二

項
、
第
六
十
四

条
の
三
第
二
項
、

第
二
十
三
条
第

二
項
、
第
二
十

五
条
第
二
項
、

第
二
十
六
条
第

二
項
、
第
六
十

四
条
第
四
項
、

第
七
十
七
条
の

四
第
二
項
、
第

九
十
七
条
の
三

並
び
に
第
九
十

九
条
第
二
項

第
八
十
一

に
、

｣

｢を

｣

｢

に
、

｣

｣

｢

｢

を

に
、
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身
体
障
害
者
等
の
た
め
の
自

係
る
自
動
車
取
得
税
減
免
申

九
号
様

八
十
七
条
の

第
八
項
及
び

九
十
六
条
の

第
七
項

自
動
車
税
・

請
書

よ
る
法
人
の
県
民
税
減
免
申

号
様
式第

百
六
号
の
五
様

式

構
造
上
身
体
障
害
者
等
の
た
め
の
自

動
車
に
係
る
自
動
車
取
得
税
減
免
申

請
書

公
益
に
よ
る
法
人
等
の
県
民
税
減
免

申
請
書第

八
十
七
条
の

三
第
三
項
及
び

第
九
十
六
条
の

九
第
四
項

構
造
上
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
専

ら
供
す
る
た
め
の
自
動
車
に
係
る
自

動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
減
免
申
請

書
第
百
六
号
の
五
様

式

第
九
十
六
条
の

九
第
七
項

第
六
十
条
第
二

項

第
百
六
号
の
四
様

式

構
造
上
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
専

ら
供
す
る
た
め
の
自
動
車
に
係
る
自

動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
減
免
申
請

書

第
九
十
六
条
の

九
第
四
項

第
六
十
条
第
二

項

第
百
六
号
の
四
様

式
身
体
障
害
者
等
に
係
る
自
動
車
税
・

自
動
車
取
得
税
減
免
申
請
書

第
八
十
七
条
の

三
第
八
項
及
び

第
九
十
六
条
の

九
第
七
項

第
七
十
七
条
の

四
第
二
項
、
第

九
十
七
条
の
三

並
び
に
第
九
十

九
条
第
二
項

第
百
二
十
九
号
様

式 第
八
十
一
号
様
式

身
体
障
害
者
等
に
係
る

自
動
車
取
得
税
減
免
申

第
八
十
七
条
の

三
第
三
項
及
び

第
九
十
六
条
の

九
第
四
項

構
造
上

動
車
に

請
書

第
百
二
十

式
公
益
に

請
書

第三第九

子
□
そ
の
他
(

)

(
)

使
用
頻
度

/週
・
月

本
人
運
転
以
外
の
場
合
の
使
用
目
的

□
通
学
□
通
院
□
通
所
□
生
業

施
設
名

本
人
運
転
以
外
の
場
合
の
使
用
目
的

□
通
学
□
通
院
□
通
所
□
生
業

運転者の状況
免
許
の
条
件

免
許
証
の
種
類

免
許
証
番
号

氏
名

住
所

障
害

者
と
の
関
係

□
眼
鏡
等
□
Ａ
Ｔ
車
に
限
る
□
そ
の
他

□
普
通
□
中
型
□
大
型
□
普
二
□
中
二
□
大
二

□
申
請
者
と
同
じ
(省
略
)

(
年
月
日
生
)

□
申
請
者
と
同
じ
(省
略
)

□
本
人
□
親
□
子
□
そ
の
他
(

)

規
則
第
87条
の
３
第

４
項
又
は
第
96条
の

９
第
４
項
の
該
当
の

有
無

運転者の状況
免
許
の
条
件

免
許
証
の
種
類

免
許
証
番
号

氏
名

住
所

障
害

者
と
の
関
係

有
効
期
限□
眼
鏡
等
□
Ａ
Ｔ

□
普
通
□
中
型
□
大

□
申
請
者
と
同
じ
((

□
申
請
者
と
同
じ
(

□
本
人
□
親
□

・
・有

｣

を｢

｣

｢

に
、

｣

｢を

｣

｢

に
、

｣
｣

｢
｢

を

に
、

｣

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

第
二
十
三
号
様
式
中｢第

25条
､
第
64条
､
第
97条
の
３
｣

を｢第
25条
､
第
56条
の
２
､
第
56条

の
３
､
第
64条
､
第
64条
の
２
､
第
64条
の
３
､
第
97条
の
３
｣

に
改
め
る
。

第
三
十
一
号
様
式
中｢第
26条
､
第
64条
､
第
97条
の
３
｣

を｢第
26条
､
第
56条
の
２
､
第
56条

の
３
､
第
64条
､
第
64条
の
２
､
第
64条
の
３
､
第
97条
の
３
｣

に
改
め
る
。

第
三
十
二
号
様
式
及
び
第
三
十
三
号
様
式
中｢第

26条
､
第
64条
､
第
77条
の
４
｣

を｢第
26条
､

第
56条
の
２
､
第
56条
の
３
､
第
64条
､
第
64条
の
２
､
第
64条
の
３
､
第
77条
の
４
｣

に
改
め
る
。

第
八
十
一
号
様
式
中｢公

益
に
よ
る
法
人
等
の
県
民
税
減
免
申
請
書
｣

を｢公
益
に
よ
る
法
人
の
県

民
税
減
免
申
請
書
｣

に
改
め
る
。

｢

第
百
六
号
の
四
様
式
中

｢を

｣
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車
に
限
る
□
そ
の
他

(
)

型
□
普
二
□
中
二
□
大
二

効
期
限

省
略
)
年
月
日
生
)

省
略
)

・
・

使
用
頻
度

/週
・
月

施
設
名

に
改
め
、
同
様
式
備
考
３

｣

�
を｢身

体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
を
有
す
る
者
市
町
村
長
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
３�
を

削
り
、
同
様
式
備
考
３�
中｢健

康
福
祉
部
健
康
福
祉
政
策
課
長
｣

を｢健
康
福
祉
部
地
域
福
祉
国
保

課
長
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
３�
を
同
様
式
備
考
３�
と
し
、
同
様
式
備
考
３�
を
同
様
式
備
考
３

�
と
す
る
。

第
百
六
号
の
五
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成20年７月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



第106号の５様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第87条の３､ 96条の９関係)

処理事項
※ ※

住 所
〒 ―

年 月 日

自動車税事務所長 様
(県税事務所長)

フ リ ガ ナ

氏 名
法人にあってはその
名称及び代表者名

電 話 番 号 ( )

構造上身体障害者等の利用に専ら供するための自動車に係る
自 動 車 税
自動車取得税

減免申請書

自
動
車
の
状
況

車体の形状 □車いす移動車 □身体障害者輸送車 □入浴車

使 用 目 的

構造の明細

利

用

者

の

状

況

特定の個人が
利用する場合

住 所 〒 ―

フ リ ガ ナ
氏 名

生年月日

申請者との続柄

添 付 書 類 等

規則第87条の３
第４項又は第96
条の９第４項の
該当の有無

不特定者が
利用する場合

添 付 書 類 等

※ 減 免 事 由

対 象
自動車

登録 (取得) 年月日 登 録 番 号

処 理
事 由

年 月 日 運支 車 種 記号 番 号

課 税 年 度 項 目 課 税 額 減 免 申 請 額

年度

自 動 車 税 円 円

自 動 車 取 得 税 円 円

申 請 代 理 人
屋号又は氏名 電話番号

備考 １ この申請書は､ 正副２通提出することとし､ 正本には､ 減免を受けようとする理由を証明する書類
を添付すること｡
２ ※印の欄は､ 記載しないこと｡
３ 第15号様式備考は､ この様式について準用する｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成20年７月23日 ( )８� ��
�� ��



円 円 円 円 円 円 円 円

条
の
３

円 円 円 円 円 円 円 円

税
額

円 円 円 円 円 円 円 円

税
額

附
則
第
16

に
該
当

｢
｢

第
百
四
十
三
号
の
二
様
式
中

を

｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

｣

４
岐
阜
県
税
条
例
附
則
第
16条
の
３
に
該
当
す
る
場
合
は
､
市
町
村
長
の
証
明
書
等
を
添

付
す
る
こ
と
｡

５
第
15号
様
式
備
考
は
､
こ
の
様
式
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
八
十
七
条
の
三
、
第
九
十
六
条
の
九
、
第
百
六
号
の
四
様
式
及
び
第
百
六
号
の
五
様
式
の
改

正
規
定

平
成
二
十
年
九
月
一
日

二

第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

(

経
過
措
置)

２

改
正
後
の
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

以
下｢

新
規
則｣

と
い
う
。)

第
八
十
七
条
の
三
の
規
定

は
、
平
成
二
十
年
九
月
一
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

以
後
に
課
す
べ
き
自
動
車
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
課
す
る
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
規
則
第
九
十
六
条
の
九
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動

車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号

総

務

部

各
県
税
事
務
所

自
動
車
税
事
務
所

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
七
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 平成20年７月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９



岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
十
七
条
第
三
項
第
三
号
中｢

第
五
十
二
条
第
九
項
若
し
く
は
第
十
項｣

を｢

第
五
十
二
条
第
八

項
若
し
く
は
第
九
項｣
に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
第
三
項
中｢
法
人
等
の｣

を
削
る
。

第
八
十
八
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

(

租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
の
県
民
税
の
徴
収
猶
予
等)

第
八
十
八
条
の
二

第
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予

及
び
法
第
五
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
の
取
消
し
並
び
に
法
第
五
十
五
条
の

二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
延
滞
金
の
免
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
担
保
を
徴
す
る
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

(

租
税
条
約
に
基
づ
く
連
結
親
法
人
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
の
県
民
税
の
徴
収

猶
予
等)

第
八
十
八
条
の
三

第
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予

及
び
法
第
五
十
五
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
の
取
消
し
並
び
に
法
第
五
十
五
条
の

四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
延
滞
金
の
免
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
担
保
を
徴
す
る
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

(

法
人
の
県
民
税
の
徴
収
猶
予
に
係
る
国
税
庁
長
官
の
通
知
に
基
づ
く
通
知)

第
八
十
八
条
の
四

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
県

税
事
務
所
長
は
、
遅
滞
な
く
、
別
記
第
百
九
十
五
号
の
三
様
式
に
よ
つ
て
関
係
都
道
府
県
知
事
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
県
税
事
務
所
長
は
、

遅
滞
な
く
、
別
記
第
百
九
十
五
号
の
四
様
式
に
よ
つ
て
関
係
市
町
村
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(

連
結
法
人
の
県
民
税
の
徴
収
猶
予
に
係
る
国
税
庁
長
官
の
通
知
に
基
づ
く
通
知)

第
八
十
八
条
の
五

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
県

税
事
務
所
長
は
、
遅
滞
な
く
、
別
記
第
百
九
十
五
号
の
三
様
式
に
よ
つ
て
関
係
都
道
府
県
知
事
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
県
税
税
事
務
所
長

は
、
遅
滞
な
く
、
別
記
第
百
九
十
五
の
四
様
式
に
よ
つ
て
関
係
市
町
村
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
八
十
九
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

(

租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
の
事
業
税
の
徴
収
猶
予
等)

第
八
十
九
条
の
二

第
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴

収
の
猶
予
及
び
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
の
取
消
し
並
び

に
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
延
滞
金
の
免
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
担
保
を
徴
す
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

租
税
条
約
に
基
づ
く
連
結
親
法
人
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
の
事
業
税
の
徴
収

猶
予
等)

第
八
十
九
条
の
三

第
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴

収
の
猶
予
及
び
法
第
七
十
二
の
三
十
九
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
の
取
消
し
並
び
に

法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
延
滞
金
の
免
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
担
保
を
徴
す
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

法
人
の
事
業
税
の
徴
収
猶
予
に
係
る
国
税
庁
長
官
の
通
知
に
基
づ
く
通
知)

第
八
十
九
条
の
四

法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
知
を

受
け
た
県
税
事
務
所
長
は
、
遅
滞
な
く
、
別
記
第
百
九
十
五
号
の
三
様
式
に
よ
つ
て
関
係
都
道
府
県

知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

連
結
法
人
の
事
業
税
の
徴
収
猶
予
に
係
る
国
税
庁
長
官
の
通
知
に
基
づ
く
通
知)

第
八
十
九
条
の
五

法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
知
を

受
け
た
県
税
事
務
所
長
は
、
遅
滞
な
く
、
別
記
第
百
九
十
五
号
の
三
様
式
に
よ
つ
て
関
係
都
道
府
県

知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
九
条
の
二
第
二
項
中｢

第
五
十
二
条
第
六
項｣

を｢

第
五
十
二
条
第
五
項｣

に
改
め
る
。

第
百
三
十
五
条
第
一
項
中｢

同
条
第
六
項｣

を｢

同
条
第
八
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
八

十
七
条
の
三
第
六
項｣

を｢

第
八
十
七
条
の
三
第
八
項｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

第
八
十
七
条
の

三
第
八
項｣

を｢
第
八
十
七
条
の
三
第
十
項｣

に
改
め
る
。

第
百
七
十
条
中｢

第
九
十
六
条
の
九
第
六
項｣

を｢

第
九
十
六
条
の
九
第
七
項｣

に
改
め
る
。
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三
号
の
二
様

、項
、

、項
、

六十に

第
十
三
号
様
式

徴
収
猶
予

(

換
価
猶
予)

(

期
間
延

長)

通
知
書

第
十
三
号
様
式

徴
収
猶
予

(

徴
収
猶
予
取
消)

(

換

価
猶
予

(
換
価
猶
予
取
消))

決
議

書

徴
収
猶
予

(

徴
収
猶
予
取
消)

(

換

価
猶
予

(

換
価
猶
予
取
消))

決
議

書

第
十
三
条
第
二
項
及

び
第
五
項
、
第
十
四

条
第
二
項
及
び
第
五

項
、
第
百
一
条
、
第

百
六
十
三
条
並
び
に

附
則
第
三
項

第
十
三
条
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
五
項
、

第
十
四
条
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
五
項
、

第
八
十
八
条
の
二
第

一
項
、
第
八
十
八
条

の
三
第
一
項
、
第
八

十
九
条
の
二
第
一
項
、

第
八
十
九
条
の
三
第

一
項
、
第
百
一
条
、

第
百
六
十
三
条
、
第

百
八
十
二
条
第
一
項

並
び
に
附
則
第
三
項

第
十
三
条
第
一
項

第
三
項
及
び
第
五

第
十
四
条
第
一
項

第
三
項
及
び
第
五

第
百
一
条
、
第
百

十
三
条
、
第
百
八

二
条
第
一
項
並
び

附
則
第
三
項

第
十
三
号
の
二
様

式

第
十

式

消
通

換
価
猶
予)

取
消
通

徴
収
猶
予

(

換
価
猶
予)

(

期
間
延

長)

通
知
書

第
十
三
条
第
四
項
及

び
第
五
項
、
第
十
四

条
第
四
項
及
び
第
五

項
、
第
八
十
八
条
の

二
第
一
項
、
第
八
十

八
条
の
三
第
一
項
、

第
八
十
九
条
の
二
第

第
十
三
条
第
四
項
及

び
第
五
項
、
第
十
四

条
第
四
項
及
び
第
五

項
、
第
百
六
十
三
条

並
び
に
第
百
八
十
二

条
第
一
項

第
十
三
条
第
二
項
及

び
第
五
項
、
第
十
四

条
第
二
項
及
び
第
五

項
、
第
八
十
八
条
の

二
第
一
項
、
第
八
十

八
条
の
三
第
一
項
、

第
八
十
九
条
の
二
第

一
項
、
第
八
十
九
条

の
三
第
一
項
、
第
百

一
条
、
第
百
六
十
三

条
並
び
に
附
則
第
三

項第
二
十
四
号
様
式

第
十
四
号
様
式

担
保(

増
担
保)

提
供(

変
更)

命

令
決
議
書 第

十
四
号
様
式

徴
収
猶
予(

換
価
猶
予)

取

知
書

徴
収
猶
予(

知
書

第第第第第

｢
別
記
様
式
目
次
中

｢

｢

を

に
、

｣

｣

｢を

｣

｢に
、

｣

｢を

｣

｢

に
、
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項
、

一
項
、

二
項
、

二
第

八
条

第
八

二
項
、

三
第

十
三

十
二

十
七
条
第
一
項
、

二
十
一
条
第
一
項
、

二
十
二
条
第
二
項
、

百
七
十
三
条
及
び

百
八
十
二
条
第
三

第
二
十
五
号
様
式

一
項
、
第
八
十
九
条

の
三
第
一
項
、
第
百

六
十
三
条
並
び
に
第

百
八
十
二
条
第
一
項

第
二
十
五
号
様
式

担
保
解
除
通
知
書

第
二
十
四
号
様
式

担
保
解
除
通
知
書

担
保(

増
担
保)

提
供(

変
更)

命

令
決
議
書

第
十
七
条
第
三
項
、

第
二
十
一
条
第
三
項
、

第
二
十
二
条
第
三
項
、

第
八
十
八
条
の
二
第

二
項
、
第
八
十
八
条

第
十
七
条
第
三
項
、

第
二
十
一
条
第
三
項
、

第
二
十
二
条
第
三
項
、

第
百
七
十
三
条
及
び

第
百
八
十
二
条
第
三

項

第
十
七
条
第
一

第
二
十
一
条
第

第
二
十
二
条
第

第
八
十
八
条
の

二
項
、
第
八
十

の
三
第
二
項
、

十
九
条
の
二
第

第
八
十
九
条
の

二
項
、
第
百
七

条
及
び
第
百
八

条
第
三
項第

二
十

式

項

保
財
産
処
分(

保
証
人
か
ら
の

収
金
徴
収)

決
議
書

六
号
様

担
保
財
産
処
分(

保
証
人
か
ら
の
徴

収
金
徴
収)

決
議
書

第
十
七
条
第
四
項
、

第
二
十
一
条
第
三
項
、

第
二
十
二
条
第
三
項
、

第
八
十
八
条
の
二
第

二
項
、
第
八
十
八
条

の
三
第
二
項
、
第
八

十
九
条
の
二
第
二
項
、

第
八
十
九
条
の
三
第

二
項
、
第
百
七
十
三

条
及
び
第
百
八
十
二

条
第
三
項

第
十
七
条
第
四
項
、

第
二
十
一
条
第
三
項
、

第
二
十
二
条
第
三
項
、

第
百
七
十
三
条
及
び

第
百
八
十
二
条
第
三

項第
百
九
十
五
号
の

二
様
式

第
百
九
十
五
号
の

の
三
第
二
項
、
第
八

十
九
条
の
二
第
二
項
、

第
八
十
九
条
の
三
第

二
項
、
第
百
七
十
三

条
及
び
第
百
八
十
二

条
第
三
項

第
百
九
十
五
号
の

二
様
式法

人
事
業
税
徴
収
猶
予
取
消
通

書租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が

第
二
十
六
号
様
式

法
人
事
業
税
徴

書

担徴

｣

｢を

｣

｢

に
、

を
｣

｣

｢

｢

に
、

｣

｢を

｣

｢

に
、

｣

｢
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知行民書行の 収
猶
予
取
消
通
知

第
八
十
九
条
第
四
項

第
八
十
八
条
の
四
第

一
項
、
第
八
十
八
条

の
五
第
一
項
、
第
八

十
九
条
の
四
及
び
第

八
十
九
条
の
五

第
八
十
八
条
の
四
第

二
項
及
び
第
八
十
八

条
の
五
第
二
項

第
八
十
九
条
第
四
項

三
様
式

第
百
九
十
五
号
の

四
様
式

わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
県

税
・
事
業
税
の
徴
収
猶
予
通
知

租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が

わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
税

徴
収
猶
予
通
知
書

を

｣

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
三
号
の
二
様
式
中｢第
14条

､
第
101条

｣
を｢第

14条
､
第
88条

の
２
､
第
88条
の
３
､
第
89条
の
２
､
第
89条
の
３
､
第
101条

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中｢第

14条
､
第
163条

｣

を｢第
14条
､
第
88条
の
２
､
第
88条
の
３
､
第
8

9条
の
２
､
第
89条
の
３
､
第
163条

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
、
第
二
十
五
号
様
式
及
び
第
二
十
六
号
様
式
中｢第

22条
､
第
173条

｣

を
｢第
22条
､
第
88条
の
２
､
第
88条
の
３
､
第
89条
の
２
､
第
89条
の
３
､
第
173条

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
九
十
五
号
の
二
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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第195号の３様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第88条の４､ 第88条の５､ 第89条の４､ 第89条の５関係)

租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人県民税・事業税の徴収猶予について (通知)

税第 号
年 月 日

知事 様

岐阜県 県税事務所長

このことについて次のとおり通知します｡

法 人 名

代 表 者 氏 名

主 た る 事 務 所 等 所 在 地

連 結
親 法 人

法 人 名

代 表 者 氏 名

主たる事務所等所在地

通 知 理 由

１ 租税条約に基づく申立てが行われた｡

２ 租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた｡

３ 租税条約に基づく申立てに係る相互協議において相手国と合意せず｡

４ 租税条約に基づく連結親法人の申立てに係る相互協議において相手国と合意せず｡

５ 租税条約に基づく申立てに係る相互協議において相手国と合意が行われた｡

６ 租税条約に基づく連結親法人の申立てに係る相互協議において相手国と合意が行われた｡

通 知 理 由 に 該 当 す る こ と と な つ た 日 年 月 日

申 立 て 又 は 合 意 に 基 づ く 事 業 年 度
更正等に係る法人税額
又は個別帰属法人税額

更正等に係る所得又は連結
所得に係る個別所得金額

年 月 日から 年 月 日まで 円 円

年 月 日から 年 月 日まで 円 円

年 月 日から 年 月 日まで 円 円

年 月 日から 年 月 日まで 円 円

年 月 日から 年 月 日まで 円 円

参 考 事 項

備考 第８号様式備考は､ この様式について準用する｡
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第195号の４様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第88条の４､ 第88条の５関係)

租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人税の徴収猶予について (通知)

税第 号
年 月 日

長 様

岐阜県 県税事務所長

このことについて次のとおり通知します｡

法 人 名

代 表 者 氏 名

主 た る 事 務 所 等 所 在 地

連 結
親 法 人

法 人 名

代 表 者 氏 名

主たる事務所等所在地

通 知 理 由

１ 租税条約に基づく申立てが行われた｡

２ 租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた｡

３ 租税条約に基づく申立てに係る相互協議において相手国と合意せず｡

４ 租税条約に基づく連結親法人の申立てに係る相互協議において相手国と合意せず｡

５ 租税条約に基づく申立てに係る相互協議において相手国と合意が行われた｡

６ 租税条約に基づく連結親法人の申立てに係る相互協議において相手国と合意が行われた｡

通 知 理 由 に 該 当 す る こ と と な つ た 日 年 月 日

申 立 て 又 は 合 意 に 基 づ く 事 業 年 度 更正等に係る法人税額又は個別帰属法人税額

年 月 日から 年 月 日まで 円

年 月 日から 年 月 日まで 円

年 月 日から 年 月 日まで 円

年 月 日から 年 月 日まで 円

年 月 日から 年 月 日まで 円

参 考 事 項

備考 第８号様式備考は､ この様式について準用する｡
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対
前
年
比
(％
)

計

条
第

例
２

第
項

160第
条
２号

条
第

例
２

第
項

160第
条
１号

条
第

例
１

第
項

160
条

区
分

免
許
別

税
率

第
号

年
月

日

岐
阜
県
知
事
様

県
税
事
務
所
長

印□
狩
猟
税
課
税
状
況
報
告
書
(

年
月
分
)

計
５
号
４
号
３
号
２
号
１
号
計

５
号
４
号
３
号
２
号
１
号
計

５
号
４
号
３
号
２
号
１
号

第
二
種

網
・
わ
な

網
・
わ
な

第
一
種

第
一
種

第
二
種

網
・
わ
な

網
・
わ
な

第
一
種

第
一
種

第
二
種

網
・
わ
な

網
・
わ
な

第
一
種

第
一
種

人
員

証
紙
に
よ
り

収
納
し
た
も
の

証
紙
収
入
に
よ
る
も
の

本
月

分

税
額
人
員

現
金
に
よ
り

収
納
し
た
も
の

税
額
人
員

普
通
徴
収
に

よ
る
も
の

税
額
人
員

計税
額
人
員

証
紙
に
よ
り

収
納
し
た
も
の

証
紙
収
入
に
よ
る
も
の

累
計

税
額
人
員

現
金
に
よ
り

収
納
し
た
も
の

税
額

調
製
者
印

人
員

普
通
徴
収
に

よ
る
も
の

税
額
人
員

計税
額

別
記
第
二
百
九
十
八
号
の
五
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
298号

の
５
様
式
(用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
)
(第
192条

の
５
関
係
)
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備
考
第
８
号
様
式
備
考
は
､
こ
の
様
式
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡

対
前
年
比
(％
)

合
計

対
前
年
比
(％
)

計

条
第

例
２

第
項

160第
条
２号

条
第

例
２

第
項

160第
条
１号

条
第

例
１

第
項

160
条

区
分

免
許
別

税
率

条
例
附
則
第
16条
の
３
に
該
当
す
る
場
合

計
５
号
４
号
３
号
２
号
１
号
計

５
号
４
号
３
号
２
号
１
号
計

５
号
４
号
３
号
２
号
１
号

第
二
種

網
・
わ
な

網
・
わ
な

第
一
種

第
一
種

第
二
種

網
・
わ
な

網
・
わ
な

第
一
種

第
一
種

第
二
種

網
・
わ
な

網
・
わ
な

第
一
種

第
一
種

人
員

証
紙
に
よ
り

収
納
し
た
も
の

証
紙
収
入
に
よ
る
も
の

本
月

分

税
額
人
員

現
金
に
よ
り

収
納
し
た
も
の

税
額
人
員

普
通
徴
収
に

よ
る
も
の

税
額
人
員

計税
額
人
員

証
紙
に
よ
り

収
納
し
た
も
の

証
紙
収
入
に
よ
る
も
の

累
計

税
額
人
員

現
金
に
よ
り

収
納
し
た
も
の

税
額

調
製
者
印

人
員

普
通
徴
収
に

よ
る
も
の

税
額
人
員

計税
額

( ) 平成20年７月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �17



附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
三
十
五
条
及
び
第
百

七
十
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
二
十
年
七
月
二
十
三
日
印
刷

平
成
二
十
年
七
月
二
十
三
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


